
カスハラ対策

10月から義務化

6.5
17:15-17:45

＼兵庫働き方改革推進支援センター WEBセミナー／

中部 剛

(金)

講師
社会保険労務士

お申込みはこちら▼

0120－79－1149

兵庫働き方改革推進支援センター
〒 651-0085
神戸市中央区八幡通3-2-5 IN東洋ビル4階

受付時間 9:00-17:00

事業主によるカスタマーハラ
スメント対策が10月から義務

化されます。その内容をわか
りやすく解説します。

https://us02web.zoom.us/j/85916546209
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